
建築基準法第51条に基づく一般
廃棄物処理施設及び産業廃棄物
処理施設の設置

議第1372号

1 ■建築基準法第51条について

【本市の運用】
・市が設置する場合は、通常、都市計画に定める
例）卸売市場、火葬場、ごみ焼却場

・民間事業者が設置する場合は、通常、建築基準法第51条に基づき許可
例）政令で定める処理施設（廃棄物処理施設）

・卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場
その他政令で定める処理施設※の用途に供する建築物は、
都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの
でなければ、新築し、又は増築してはならない

・ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地
の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は
政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築
する場合においては、この限りでない

※一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条)

産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条)等
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■処理施設の設置又は変更に係る流れ
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※廃掃法 : 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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■ 住民説明

■ 周辺環境

■ 道路・交通等

■ 立地

※詳細は、「建築基準法第51条に基づく産業廃棄物又は
一般廃棄物の処理施設に関する許可基準」を参照
（平成18年４月１日 横浜市制定）

■建築基準法第51条許可基準 4



■案件概要

【名 称】アサヒプリテック株式会社 横浜事業所

【申 請 者】アサヒプリテック株式会社

【位 置】横浜市鶴見区大黒町18番15及び18番46

種 類
一般廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設（中間処理施設）

既存許可
（産業廃棄物処理施設）

平成28年７月４日許可 汚泥の脱水

取扱廃棄物 汚泥、廃油、廃プラスチック類、その他

【施設概要】

【用途地域等】工業専用地域

建築基準法第51条に基づく一般廃棄物処理施設及び
産業廃棄物処理施設の設置

今回廃止

5 ■建築基準法第51条の適用（一般廃棄物処理施設）

法第51条の許可が必要

【許可内容】
・計画処理能力が許可対象処理能力以上となる焼却施設を

新たに設置

許可対象処理施設 許可対象
処理能力

処理能力
（計画）

（処理方式） （品目）

焼却 一般廃棄物 200㎏/時間以上 3,750㎏/時間
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■建築基準法第51条の適用（産業廃棄物処理施設）

許可対象処理施設 許可対象
処理能力

処理能力
（計画）

（処理方式） （品目）

焼却

汚泥 10㎥/日超 64.80㎥/日

廃油 ４㎥/日超 71.52㎥/日

廃プラスチック類 １ｔ/日超 46.32ｔ/日

その他 ６ｔ/日超 90.00ｔ/日

法第51条の許可が必要

【許可内容】
・計画処理能力が許可対象処理能力を超える焼却施設を

新たに設置
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鶴見区

約１㎞

■位置図

申請地
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■航空写真

令和３年１月撮影

申請地

9 ■周辺状況
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■周辺状況
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■ 周辺環境

■ 道路・交通等

■ 住民説明

■ 立地

※詳細は、「建築基準法第51条に基づく産業廃棄物又は
一般廃棄物の処理施設に関する許可基準」を参照
（平成18年４月１日 横浜市制定）

■建築基準法第51条許可基準 12



・住居系又は商業系の用途地域には建築しない。

・準工業地域又は市街化調整区域に建築する場合は、
風致地区、地区計画、建築協定が指定されていない地区
（区域）とする。

■建築基準法第51条許可基準【立地】

・工業地域又は工業専用地域に建築することを基本とする。

13 ■用途地域
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■ 周辺環境

■ 道路・交通等

■ 住民説明

■ 立地

※詳細は、「建築基準法第51条に基づく産業廃棄物又は
一般廃棄物の処理施設に関する許可基準」を参照
（平成18年４月１日 横浜市制定）

■建築基準法第51条許可基準 15

・処理施設から幹線道路に至る間の道路は、搬出入車両が
安全にすれ違うことができる幅員※を有すること。

・処理施設の周辺道路の交通に支障が生じないよう、対策を
講じること。

※搬出入車両が大型車：6.5ｍ以上
小型車：5.0ｍ以上

■建築基準法第51条許可基準【道路、交通等】 16



■搬出入ルート

搬入ルート

搬出ルート

申請地

発生交通(現在)

搬入 70台/日

搬出 20台/日

発生交通(計画)

搬入 67台/日

搬出 ８台/日

発生交通量

150台/日

17 ■配置図

緑地

申請地

建築物

屋外施設

道路 ８ｍ

敷地面積 14,923.12㎡

搬入ルート

搬出ルート

計測場
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■ 周辺環境

■ 道路・交通等

■ 住民説明

■ 立地

※詳細は、「建築基準法第51条に基づく産業廃棄物又は
一般廃棄物の処理施設に関する許可基準」を参照
（平成18年４月１日 横浜市制定）

■建築基準法第51条許可基準 19

・内陸部に処理施設を建築する場合は、原則として学校、
病院等に近接しないこと。

特に、100ｍ以内に学校、病院等※1がある場合は、これら
に著しい影響※2を与えないよう、十分な対策※3を講じること。

■建築基準法第51条許可基準【周辺環境】

※１ 学校、病院、診療所、児童福祉施設若しくは老人福祉施設又は
住居系の用途地域内の住宅

※２ 処理施設に起因する騒音、振動又は悪臭

※３ 学校、病院等の敷地境界線において、横浜市生活環境の保全等
に関する条例に基づく住居地域の基準を満たす対策
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■周辺説明

・施設周辺100ｍについて

⇒ 学校、病院等なし

100ｍ
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（稼働時間：24時間）
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■配置図

道路 ８ｍ

計測場

緑地

申請地

建築物

屋外施設

搬入・受入

焼却工程
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敷地面積 14,923.12㎡

Ａ

【施設平面図】

■施設平面図・立面図

主灰(燃え殻)

飛灰(ばいじん)

排気 焼却施設

搬入・受入

【施設立面図(Ａ面)】

35.0ｍ
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■周辺への配慮

・周辺環境への影響が想定される項目について、
生活環境影響調査を実施

「横浜市生活環境の保全等に関する条例」の
基準を満たす計画

【調査項目】
・大気質
・騒音
・振動
・悪臭
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予測項目 環境基準 最大着地濃度地点予測値

二酸化窒素
(ppm)

0.04ppm以下
（日平均値）

0.03729ppm
（日平均値）

浮遊粒子状物質
（mg/ｍ3）

0.10mg/ｍ3以下
（日平均値）

0.04718mg/ｍ3

（日平均値）

二酸化硫黄
(ppｍ）

0.04ppm以下
（日平均値）

0.00748ppm
（日平均値）

ダイオキシン類
(pg-TEQ/ｍ3）

0.6pg－TEQ/ｍ3以下
（年平均値）

0.0194pg－TEQ/ｍ3

（年平均値）

■生活環境影響調査の実施結果(大気質）

関係法令：環境基本法
ダイオキシン類対策特別措置法
横浜市生活環境の保全等に関する条例

（稼働時間：24時間）
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【排気筒（煙突）排ガスの排出に伴う影響予測】

市条例※に基づく規制基準 敷地境界における最大予測値

騒音
75 dB（６時～23時） 59.0 dB

65 dB（23時～翌６時） 58.0 dB

振動
70 dB（８時～19時） 64.7 dB

65 dB（19時～翌８時） 64.7 dB

■生活環境影響調査の実施結果(騒音・振動・悪臭）

（稼働時間：24時間）

関係法令：騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法
横浜市生活環境の保全等に関する条例（※）

市条例※に基づく規制基準 最大着地濃度地点予測値

悪臭 臭気指数 15 4.25
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【排気筒（煙突）排ガスの排出に伴う影響予測】

【施設の稼働に伴う影響予測】

■ 周辺環境

■ 道路・交通等

■ 住民説明

■ 立地

※詳細は、「建築基準法第51条に基づく産業廃棄物又は
一般廃棄物の処理施設に関する許可基準」を参照
（平成18年４月１日 横浜市制定）

■建築基準法第51条許可基準 28



・周辺住民等※に建築計画の内容を説明し、理解を得るよう
努めること。

※（1） 幅員15ｍ以上の幹線道路に至るまでの道路沿道住民等で組織する
自治会等の団体

（2） 隣接する敷地又は建築物の所有者又は管理者
（3） 処理施設から100ｍ以内の学校、病院等の所有者又は管理者

■建築基準法第51条許可基準【住民説明】 29 ■周辺説明

・隣接所有者等への説明

（～令和４年６月実施）

⇒ 反対意見なし

申請地

隣接地
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■立地
臨海部の工業専用地域に立地していること

■本案件に対する本市の考え

■道路、交通等
幹線道路に至る間の道路は搬出入車両が安全にすれ違うこと

ができる十分な幅員を有しており、かつ、周辺道路の交通に
支障を生じないよう対策を講じていること

■周辺環境
大気質・騒音・振動・臭気の発生源に対して、十分な対策を

講じることで、予測値が基準値未満となること

■住民説明
隣接所有者等に事業内容を説明し、反対意見がないこと

本市として、敷地の位置は都市計画上支障ないと考える。本市として、敷地の位置は都市計画上支障ないと考える。

以上により許可基準に適合しており、
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